
 

 

行方市教育委員会告示第４号 

行方市学校管理下における救急搬送時救急療養費助成金交付要綱を次のように定める。 

  令和８年２月26日 

行方市教育委員会教育長  柏 葉 伸 一 郎   

 

行方市学校管理下における救急搬送時救急療養費助成金交付要綱 

 (趣旨) 

第１条 この告示は, 学校の管理下において児童生徒の生命又は身体に重大な危険が生じ

るおそれのある事故又は疾病等が発生した際に, 教職員が保護者の経済的負担を懸念す

ることなく, 速やかに救急要請及び救急搬送を行うことができる環境を整え, 児童生徒

の生命及び身体の安全を確保するため, 学校管理下における児童生徒の救急搬送により

選定療養費を徴収された場合について, 予算の範囲内において救急療養費助成金(以下

「助成金」という。)を交付することに関し, 行方市補助金等交付規則(平成 17年行方市

規則第 36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか, 必要な事項を定めるものとす

る。 

 (定義) 

第２条 この告示において, 次の各号に掲げる用語の定義は, 当該各号に定めるところに

よる。 

 (1) 学校 行方市立小学校及び中学校をいう。 

(2) 児童生徒 行方市立小学校及び中学校に在籍する者をいう。 

(3) 救急療養費 学校管理下における救急搬送により医療機関を受診した際に, 救急

車要請時の緊急性が認められないとして, 徴収された選定療養費をいう。 

 (助成対象者) 

第３条 助成金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は, 次の各号のいずれにも該当

する者とする。 

(1) 学校の管理下において発生した生命又は身体に重大な危険が生じおそれのある事

故又は疾病等により, 救急搬送された児童生徒の保護者 

(2) 救急搬送先の医療機関において緊急性がないと判断され, 選定療養費の徴収を受け, 

当該費用の支払いを完了した者 

(3) 当該選定療養費に係る受診日及び申請日において当該児童生徒を養育している者 

２ 前項の規定にかかわらず, 他の制度等により当該選定療養費について補助を受けた者

については, 助成金を交付しないものとする。 

 (助成金交付の方法) 

第４条 助成金の交付は, 交付対象者の申請に基づき, 償還払いの方法により行うものと 

する。 

 (助成金の額) 



 

 

第５条 助成金の額は, 交付対象者が支払いを完了した当該選定療養費に相当する額とす

る。 

 (助成金の申請) 

第６条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は, 行方市学校管理下

における救急搬送時救急療養費助成金交付申請書兼請求書(様式第１号。以下「交付申請

書」という。)に, 次に掲げる書類を添え, 受診日から起算して３月以内に, 市長に提出

しなければならない。 

 (1) 当該選定療養費の支払いを完了したことを証する領収書 

 (2) その他市長が必要と認める書類 

(交付又は不交付の決定及び通知) 

第７条 市長は, 前条の規定による交付申請書の提出があった場合は, 速やかにこれを審

査し, 交付の適否を決定するものとする。この場合において, 交付申請書による請求額

の一部に, この助成金の交付対象とならない金額が含まれていると認められるときは, 

当該金額を控除した額の交付を決定することができる。 

２ 市長は, 前項の交付を決定したときは, 行方市学校管理下における救急搬送時救急療

養費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第２号)により, 申請者に通知するものとする。 

(実績報告) 

第８条 規則第 10条による実績報告については, 省略することができる。 

(交付決定の取消し等) 

第９条 市長は, 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けた者があるときは, 

当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において, 助成金が既に交

付されているときは, 交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。 

 (補則) 

第 10 条 この告示に定めるもののほか必要な事項は, 市長が別に定める。 

附 則 

この告示は, 令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第 1号(第６条関係) 

年  月  日 

行方市長 宛て 

  申請者                  

  住  所                

氏  名                

(児童・生徒との続柄        ) 

電話番号                

 

行方市学校管理下における救急搬送時救急療養費助成金交付申請書兼請求書 

 

 行方市学校管理下における救急搬送時救急療養費助成金交付要綱第６条の規定により,  

救急療養費助成金の交付を受けたいので, 次のとおり申請します。 

また, 交付決定があった後は, 交付決定された助成金を下記の口座に振り込んでいただ

きますよう請求します。 

 

記 

 
申請者記入欄 

療養を受けた児童・生徒 フ リ ガ ナ  

児童・生徒 

氏   名 

 

受診時住所 行方市 

学 校 名 等            学校     年     組 

医療機関・診療科  

受診日  

選定療養費金額                        円 

振込先口座 金融機関名        

支 店 名 支店 

預 金 種 目 １ 普通 ２ 当座 ３ その他(        ) 

口 座 番 号  

フ リ ガ ナ  

口座名義人  

添付書類 1．選定療養費の支払いを完了したことを証する領収書 

2．振込先口座を確認できるもの(通帳又はキャッシュカード等) 

備考 申請の際には必ず領収書と申請者名義の通帳の写しを添付してください。 



 

 

様式第２号(第７条関係) 

第     号 

年  月  日 

申請者 

              様 

 

行方市長           

 

 

行方市学校管理下における救急搬送時救急療養費助成金交付(不交付)決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった行方市学校管理下における救急搬送時救急

療養費助成金について, 下記のとおり決定いたしましたので, 行方市学校管理下における

救急搬送時救急療養費助成金交付要綱第７条の規定により通知いたします。 

 

記 

 

 

１ 補助金の交付   交付する ・ 交付しない 

                  (理由) 

 

 

２ 交付額      金            円 

 

 

 

３ 振込年月日           年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


